
重症心身障害児者の施設入所に関する制度
の現状比較

重症心身障害児・者

18歳未満 18歳以上

重症心身障害児施設重症心身障害児施設

（児童福祉法）
年齢に関係なく大島の分類で判定入所

療養介護事業療養介護事業

（障害者自立支援法）
18歳以上障害程度区分の判定で5･6区分

職員配置職員配置

保育士・児童指導員

心理指導職員・

理学又は作業療法士

職員配置職員配置

サービス管理責任者

生活支援員

医療法に規定する職員 医療法に規定する職員

発達支援の体制がある 発達支援の体制がない
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